
 
１９８９年、世界中の子どもたちを守る大きな味方ができました！ 

「子どもの権利条約」 
この条約は次の４つの子どもたちの権利を守ることをさだめています。 
そして、子どもたちにとって一番いいことは何かということを考えなければならないとうたっているの

です。 
日本も１９９４年にこの条約を批准しました。

 
① 生きる権利 ② 育つ権利 

  

  

③ 守られる権利 ④ 参加する権利 

  

４つの子どもたちの権利

『考えてみよう  

子どもの権利 札幌市』 

札幌市子ども未来局 

子どもの権利推進課 
 



◆◇◆◇◆◇◆◇子どもの権利条約・条文◇◆◇◆◇◆◇◆ 
【第 １ 条】 

子どもの定義 

１８歳になっていない人を 
子どもとします。 

【第 ２ 条】 

差別の禁止 

すべての子どもは、みんな平

等にこの条約にある権利をも

っています。子どもは，国の

ちがいや、男か女か，どのよ

うなことばを使うか、どんな宗教を信じている

か，どんな意見をもっているか、心やからだに障

がいがあるかないか、お金持ちであるかないか、

などによって差別されません。 

【第 ３ 条】 

子どもにとって 

もっともよいことを 

子どもに関係のあること

を行うときには、子どもに

もっともよいことは何か

を第一に考えなければなり

ません。 

【第 ４ 条】 
国の義務 

国は、この条約に書かれた

権利を守るために、できる

かぎりのことをしなければ

なりません。  

【第 ５ 条】 

親の指導を尊重 

親(保護者)は、子どもの心

やからだの発達に応じて、

適切な指導をしなければな

りません。 国は、親の指導

する権利を大切にしなけれ

ばなりません。 

【第 ６ 条】 

生きる権利・育つ権利 

すべての子どもは、生きる権利をもってい

ます。国はその権利を守る

ために、できるかぎりのこ

とをしなければなりませ

ん。 

【第 ７ 条】 

名前・国籍をもつ権利

子どもは、生まれたらすぐ

に登録（出生届など）され

なければなりません。 子ど

もは、名前や国籍をもち、親を知り、親に

育ててもらう権利をもっています。 

【第 ８ 条】 

名前・国籍・家族関係

を守る 

国は、子どもの名前や国

籍、家族の関係がむやみに

うばわれることのないように守らなくては

なりません。もし、これがうばわれたとき

には、国はすぐにそれを元どおりにしなけ

ればなりません。 
【第 ９ 条】 

親と引き離されない権利 
子どもは、親といっしょに

くらす権利をもっていま

す。ただし、それが子ども

にとってよくない場合は、

はなれてくらすことも認

められます。はなれてくらすときにも、会

ったり連絡したりすることができます。 

【第 10 条】 

他の国にいる親と会える権利 

国は、はなればなれになって

いる家族がお互いが会いた

い、もう一度いっしょにくら

したい、と思うときには、で

きるだけ早く国を出たり入

ったりすることができるよ

うに扱わなければなりません。親がちがう国に住

んでいても、子どもはいつでも親と連絡をとるこ

とができます。 

【第 11 条】 

よその国に連れさられない権利 
国は、子どもがむりやり国

の外へ連れ出されたり、自

分の国にもどれなくなった

りしないようにしなければ

なりません。 

【第 12 条】 

意見を表明する権利 

子どもは、自分に関係のあ

ることについて自由に自分

の意見を表明する権利をも

っています。その意見は、

子どもの発達に応じて、じ

ゅうぶん考慮されなければ  
なりません。 



     【第 13 条】 

表現の自由 

子どもは、自由な方法でいろ

いろな情報や考えを伝える権

利、知る権利をもっています。

ただし、ほかの人に迷惑をか

けてはなりません。 

【第 14 条】 

思想・良心・宗教の自由 

子どもは、思想・良心および

宗教の自由についての権利を

尊重されます。親（保護者）

は、このことについて、子ど

もの発達に応じた指導をする

権利および義務をもっています 

【第 15 条】 

結社・集会の自由 

子どもは、ほかの人びとと自

由に集まって会をつくった

り、参加したりすることがで

きます。ただし、安全を守り、

きまりに反しないなど、ほか

の人に迷惑をかけてはなりません。 

【第 16 条】 

プライバシー・名誉は

守られる 

子どもは、自分のこと、家

族のくらし、住んでいるところ、電話や手

紙など、人に知られたくないときは、それ

を守ることができます。また、他人からほ

こりを傷つけられない権利があります。 
【第 17 条】 

適切な情報の入手 

子どもは、自分の成長に役

立つ多くの情報を手に入れ

ることができます。国は、マスメディア

（本・新聞・テレビなど）が、子どものた

めになる情報を多く提供するようにすす

め、子どもによくない情報から子どもを守

らなければなりません。 

              【第 18 条】 

子どもの養育は 

まず親に責任 

子どもを育てる責任は、

まずその父母にありま

す。国はその手助けをし

ます。 

【第 19 条】 

虐待・放任からの保護 
親（保護者）が子どもを育て

ている間、どんなかたちであ

れ、子どもが暴力をふるわれ

たり、むごい扱いなどを受けたりすること

がないように、国は子どもを守らなければ

なりません。 

【第 20 条】 

家族を奪われた 

子どもの保護 

子どもは、家族といっしょにくら

せなくなったときや、家族からはなれた方

がその子どもにとってよいときには、かわ

りの保護者や家庭を用意してもらうなど、

国から守ってもらうことができます。 

【第 21 条】 

養子縁組 

子どもを養子にする場合

には、その子どもにとっ

て、もっともよいことを

考え、その子どもや新しい父母のことをし

っかり調べたうえで、国や公の機関だけが

それを認めることができます。 

【第 22 条】 

難民の子ども 

ちがう宗教を信じている

ため、自分の国の政府と違

う考え方をしているため、

また、戦争や災害がおこっ

たために、よその国にのがれた子ども（難

民の子ども）は、その国で守られ、援助を

受けることができます。 

【第 23 条】 

障がいのある子ども

心やからだに障がいがあ

っても、その子どもの個

性やほこりが傷つけられ

てはなりません。国は障

がいのある子どもも充実

してくらせるように、教育やトレーニング、

保健サービスなどが受けられるようにしな

ければなりません。 

【第 24 条】 

健康・医療への権利 

国は、子どもがいつも健康

でいられるように、できる

かぎりのことをしなければ

なりません。子どもは、病気になったとき

や、けがをしたときには、治療を受けるこ

とができます。 

【第 25 条】 

病院などの施設に 

入っている子ども 

子どもは、心やからだの健康

をとりもどすために病院などに入っている

ときに、その治療やそこでの扱いがその子

どもにとってよいものであるかどうかを定

期的に調べてもらうことができます。 

【第 26 条】 

社会保障を受ける権利 
子どもやその家族が生活してい

くのにじゅうぶんなお金がない

ときには、国がお金をはらうな

どして、くらしを手助けしなければなりま

せん。 

【第 27 条】 

生活水準の確保 

子どもは、心やからだの

すこやかな成長に必要な

生活を送る権利をもって

います。親（保護者）はそのための第一の

責任者ですが、親の力だけで子どものくら

しが守れないときは、国も協力します。 

【第 28 条】 

教育を受ける権利 
子どもには教育を受ける権利があ

ります。国はすべての子どもが小学校に行けるよ

うにしなければなりません。さらに上の学校に進

みたいときには、みんなにそのチャンスが与えら

れなければなりません。学校のきまりは、人はだ

れでも人間として大切にされるという考え方か

らはずれるものであってはなりません。 



【第 29 条】 

教育の目的 

教育は、子どもが自分のもって

いるよいところをどんどんのば

していくためのものです。教育によって、子ど

もが自分も他の人もみんな同じように大切に

されるということや、みんなとなかよくするこ

と、みんなの生きている地球の自然の大切さな

どを学べるようにしなければなりません。 

【第 30 条】 

少数民族・先住民の子ども 

少数民族の子どもや、もとか

らその土地に住んでいる人

びとの子どもが、その民族の

文化や宗教、ことばをもつ権

利を、大切にしなければなり

ません。  

【第 31 条】 

休み，遊ぶ権利 

子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸

術活動に参加する権利があります。 

【第 32 条】 

経済的搾取・有害な 

労働からの保護 

子どもは、むりやり働かさ

れたり、そのために教育を

受けられなくなったり、心

やからだによくない仕事をさせられたり

しないように守られる権利があります。 

【第 33 条】 

麻薬・覚せい剤など

からの保護 

国は、子どもが麻薬や覚

せい剤などを売ったり買

ったり、使ったりするこ

とにまきこまれないように守らなければ

なりません。 

  【第 34 条】 

性的搾取からの保護

国は、子どもがポルノや

売買春などに利用され

たり、性的な暴力を受け

たりすることのないよ

う に 守 ら な け れ ば な  
りません。 

【第 35 条】 

ゆうかい・売買からの

保護 

国は、子どもがゆうかいさ

れたり、売り買いされたり

することのないように守らなければなり

ません。 

         【第 36 条】 

あらゆる搾取からの保護 
国は、どんなかたちでも、子

どもの幸せをうばって利益を

得るようなことから子どもを

守らなければなりません。 

【第 37 条】 

ごうもん・死刑の禁止 

どんな子どもに対しても、ご

うもんやむごい扱いをしては

なりません。また、子どもを

死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れたり

することは許されません。もし、罪を犯し

てたいほされても、人間らしく年れいにあ

った扱いを受ける権利があります。 

【第 38 条】 

戦争からの保護 

国は、１５歳にならない

子どもを兵士として戦場

に連れていってはなりま

せん。また、戦争にまき

こまれた子どもを守るた

めに、できることはすべてしなければなり

ません。 

【第 39 条】 

犠牲になった 

子どもを守る 

子どもがほうっておかれた

り、むごいしうちを受けた

り、戦争にまきこまれたりし

たら、国はそういう子どもの心やからだの

傷をなおし、社会にもどれるようにしなけ

ればなりません。 

【第 40 条】 

子どもに関する司法 

国は、罪を犯したとされ

た子どもが、人間の大切

さを学び、社会にもどっ

たとき自分自身の役割をしっかり果たせ

るようになることを考えて、扱われなけれ

ばなりません。 
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